
はじめに 

我が国の河川制度は、明治２９年に旧河川法が制定されて以来、幾たびかの改正

を経て、現在に至っています。特に昭和３９年に制定された新河川法は、水系一貫制

度の導入など、治水、利水の体系的な制度の整備が図られ、今日の河川行政の規

範としての役割を担ってきました。 

 

 しかしながら、その後の社会経済の変化により、近年、河川制度をとりまく状況は大

きく変化してきました。現在では、河川は、治水、利水の役割を担うだけでなく、潤い

のある水辺空間や多様な生物の生息、生育環境として捉えられ、また、地域の風土と

文化を形成する重要な要素として、その個性を生かした川づくりが求められています。

さらに、社会経済・生活様式の高度化に伴って、渇水による社会的影響が著しくなる

など、円滑な渇水調整の推進などが課題となっています。 

 

 このような背景から、従来の治水、利水に加え、「河川環境の整備と保全」を新たな

目的に加え、地域住民の意見を反映した川づくりを進めていくことを位置づけ、平成９

年に河川法が改正されました。この改正により、河川整備の基本となるべき方針に関

する「河川整備基本方針」と具体的な河川整備に関する「河川整備計画」の策定が必

要となりました。 

 

 徳島県では、一級水系については県内を１１圏域（吉野川９圏域、那賀川２圏域）に

分割して河川整備計画を策定中であり、二級水系については３９水系において河川

整備基本方針と河川整備計画の策定に取り組んでいます。 

 

河川法改正の流れ 


